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平成30年度予算議決！平成30年度予算議決！
平成30年2月27日に開催された第171回組合会において、平成30年度の予算が議決されました。

❶ 地方公共団体の数 ❷ 組合員数、被扶養者数及び平均標準報酬月額（平成30年度末推計）

❸掛金・負担金率  標準報酬月額及び標準期末手当等の額と掛金（組合員保険料）・負担金との割合（単位：千分比）

※厚生年金保険の掛金欄は、組合員保険料の割合

市 28

町 12

一部事務組合等 42

計 82

組合員種別 組合員数（人） 被扶養者数（人）
平均標準報酬月額（円）

長期 短期

一 般 組 合 員 34,315 32,769 404,299 421,269

市町村長組合員 38 42 619,184 892,210

特定消防組合員 3,896 6,307 418,528 418,669

長 期 組 合 員 4 ̶̶ 620,000 947,500

市町村長長期組合員 2 ̶̶ 620,000 945,000

継続長期組合員 2 ̶̶ 502,000 ̶̶

小　　計 38,257 39,118 406,001 421,555

任意継続組合員 370 232 ̶̶ 372,805

合　　計 38,627 39,350 406,001 421,088

組合員種別 区　分 短　期 介　護 特別財政
調整負担金

育児・介護休業
公的負担金

厚生年金保険
（4～8月）

厚生年金保険
（9～3月）

基礎年金
公的負担金

退職等
年金

経過的
長期 保健

一 般 組 合 員
掛金 44.03 6.63  ̶̶ ̶̶ 89.93 91.50 ̶̶ 7.50 ̶̶ 1.74

負担金 44.03 6.63 0.20 0.05 89.93 91.50 39.00 7.50 0.1035 1.74

市町村長組合員
掛金 44.03 6.63  ̶̶ ̶̶ 89.93 91.50 ̶̶ 7.50 ̶̶ 1.74

負担金 44.03 6.63  0.20 0.05 89.93 91.50 39.00 7.50 0.1035 1.74

特定消防組合員
掛金 44.03 6.63  ̶̶ ̶̶ 89.93 91.50 ̶̶ 7.50 ̶̶ 1.74

負担金 44.03 6.63  0.20 0.05 89.93 91.50 39.00 7.50 0.1035 1.74

長 期 組 合 員
（後期高齢者）

掛金 1.72 ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ 7.50 ̶̶ 1.74

負担金 1.72 ̶̶ ̶̶ 0.05 ̶̶ ̶̶ ̶̶ 7.50 0.1035 1.74

市 町 村 長
長 期 組 合 員

掛金 1.72 ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ 7.50 ̶̶ 1.74

負担金 1.72 ̶̶ ̶̶ 0.05 ̶̶ ̶̶ ̶̶ 7.50 0.1035 1.74

継続長期組合員
掛金 ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ 89.93 91.50 ̶̶ 7.50 ̶̶ ̶̶

負担金 ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ 89.93 91.50 39.00 7.50 0.1035 ̶̶

任意継続組合員 掛金 88.06 13.26 ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶

単独条例市等
追加費用率

厚生年金
保険経理分

経過的
長期経理分

姫 路 市 20.7 2.3
尼 崎 市 21.3 2.3
明 石 市 19.9 2.2
西 宮 市 18.5 2.0
洲 本 市 18.4 2.0
芦 屋 市 18.7 2.0
伊 丹 市 21.7 2.4
相 生 市 18.9 2.1
豊 岡 市 18.3 2.0
加 古 川 市 20.4 2.2
赤 穂 市 17.8 1.9
た つ の 市 18.0 2.0
阪神水道企業団 21.1 2.3
豊岡病院組合 17.8 1.9
八鹿病院組合 13.9 1.5
基 本 率 17.8 1.9

区分経理名 収　　入 支　　出 損 益 金

短 期 経 理 272億4,116万円 271億5,078万円 9,038万円

厚生年金保険経理 564億9,174万円 564億9,174万円 0円

退 職 等 年 金 経 理 35億9,222万円 35億9,222万円 0円

経 過 的 長 期 経 理 4億588万円 4億588万円 0円

退職等年金預託金管理経理 333万円 333万円 0円

経過的長期預託金管理経理 1億132万円 1億132万円 0円

業 務 経 理 6億6,014万円 6億5,997万円 17万円

保 健 経 理 8億7,061万円 9億5,880万円 △ 8,819万円

貯 金 経 理 12億2,695万円 11億4,187万円 8,508万円

貸 付 経 理 3,712万円 3,473万円 239万円

泊 

理
宿 

経
ゆ め 春 来 2億9,193万円 3億367万円 △ 1,174万円

共 済 会 館 1億5,345万円 1億4,894万円 451万円

❹ 追加費用率 ❺ 各経理の収支予定（単位：千分比）
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平成30年度予算議決！

• 給付金等　115億7,067万円
• 高齢者医療制度拠出金等　103億338万円
• 介護納付金　22億8,257万円
• 連合会拠出金等　12億3,946万円
• 業務経理へ繰入　385万円
• その他　947万円
• 次年度繰越支払準備金　17億4,138万円

＜収支の状況＞

収　入
計272億4,116万円

支　出
計271億5,078万円

前年度繰越支払準備金　17億3,819万円 •
その他　1,182万円 •

連合会交付金　13億3,438万円 •
掛金　121億2,720万円 •

負担金　120億2,957万円 •  

••差引本年度損益金差引本年度損益金
  9,038万円  9,038万円

　組合員数については、前年度より160人増の38,627人に、被扶養者数については、前年度より143人増の
39,350人と推計し、組合員1人当たりの扶養率は1.02と見込みました。
　組合員1人当たりの平均標準報酬の月額（年度末見込）は、短期で2,656円減の421,088円、長期は2,576円
減の406,001円と見込みました。

総括事項

　この経理では、組合員と被扶養者の方々の病気、けが、出産、
死亡、休業及び災害等に対して給付を行っており、これらに要す
る財源は主に組合員の掛金と自治体の負担金で賄われていま
す。
　当年度は、前期高齢者納付金の額が大幅に減少したこと
により、短期財源率を9.00ポイント引き下げ、88.06‰（掛金
44.03‰・負担金44.03‰）での運営となります。
　なお、高齢者支援等に係る特定保険料率は、41.50‰となり
ます。
　また、介護保険の財源率については、介護納付金が増額と
なったことにより13.26‰に引き上げることとなります。

　引き続き厳しい財政状況となりますので、皆さまにおかれまし
ては、健康管理に十分ご留意の上、医療の適正受診等について
なお一層のご協力をお願いします。
※‰＝1,000分比です。

短期経理

　この経理は、厚生年金相当部分（2階部分）等に係る組合員保険料及び自治体からの負担金収入を全国市町村
職員共済組合連合会（以下「連合会」といいます。）へ払い込む経理です。
　その収入及び支出は、同額の564億9,174万円と見込みました。
　また、厚生年金の財源率は、平成30年まで毎年9月に引き上げられ、183.0‰となります。

厚生年金保険経理

　この経理は、被用者年金一元化により廃止された職域年金部分（3階部分）に代わり、退職給付の一部として新
設された「退職等年金給付」に係る掛金及び自治体からの負担金収入を連合会へ払い込む経理です。
　給付の種類は、退職年金・公務障害年金・公務遺族年金があります。
　その収入及び支出は、同額の35億9,222万円と見込みました。

退職等年金経理

　この経理は、被用者年金一元化前に決定された公務障害・公務遺族年金等に係る経理です。一元化前の公務
等に係る費用負担につきましては、自治体が負担することとなっており、その収入を連合会へ払い込みます。
　その収入及び支出は、同額の4億588万円と見込みました。

経過的長期経理
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　この経理は、連合会の経過的長期経理から本組合への預
託金を管理するための経理です。この経理では、本組合を組
織する自治体の行政目的実現のために発行する縁故地方
債の購入を行います。
　なお、貸付経理の貸付事業資金の財源がこの経理からの
借入金から退職等年金預託金管理経理からの借入金へ移
行するため、この経理における貸付経理貸付金は今年度で
償還となる見込みです。
　利息収入全額を支払利息として連合会に支払うため、収
入及び支出は同額の1億132万円と見込みました。

＜資産の状況＞

合　計
68億4,533万円

　
投資有価証券　67億5,964万円 •

普通預金　5,630万円 •

• その他　2,939万円

経過的長期預託金管理経理

＜収支の状況＞ その他　47万円 •
短期経理より繰入金　385万円 •
連合会交付金　1億9,525万円 •

負担金　4億6,057万円 •

収　入
計6億6,014万円

支　出
計6億5,997万円

•• 差引本年度損益金差引本年度損益金
  17万円  17万円

旅費 •　
624万円　
職員給与 •

2億708万円

• 事務費　3,031万円
• 連合会分担金（短期給付分）　7,621万円

　• 事務費負担金払込金　2億457万円
• その他　1億3,556万円 

　この経理は、短期給付、長期給付等の事業を行うために
要する費用と、組合の管理運営に要する人件費等の諸費用
を賄うためのものです。この経理の財源は、自治体の負担金
と短期経理からの繰入金及び連合会からの交付金となって
います。
　長期給付事業については、連合会で一元的に処理されて
おり、自治体の負担金の一部を事務費負担金払込金として
連合会へ払い込みますが、実務については引き続き本組合
にて行っていますので、長期給付事業の事務に要する費用と
して連合会交付金が交付されます。
　また、連合会事務費のうち短期給付事業に要する費用は、
連合会分担金として連合会へ払い込むこととされております。
　平成30年度の事務費1人当たり年額は、12,000円となり
ました。
　事務に要する費用等については、事務処理の効率化で節
減に努めてまいります。

業務経理

＜資産の状況＞

合　計
6億533万円

　
貸付経理貸付金　5億9,731万円 •

普通預金　802万円 •

• その他　0.1万円

　この経理は、連合会の退職等年金経理から本組合への預
託金を管理するための経理です。
　総務省の定める貸付規則（準則）の改正により、組合員へ
の貸付事業の財源が経過的長期経理の資金から退職等年
金経理の資金に変更となりました。そのため、今年度から連
合会の退職等年金経理から余裕金の一部がこの経理に預
託され、その預託金を貸付経理に住宅貸付等の貸付事業資
金として貸し出し、組合員の福祉向上に役立てます。
　利息収入全額を支払利息として連合会に支払うため、収
入及び支出は同額の333万円と見込みました。

退職等年金預託金管理経理
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　この経理は、皆さまの大切な資産をお預かりし、安全かつ効率的な運用により、市中金利より有利な利息を貯金加
入者に還元する経理です。
　共済貯金は国債・地方債などを中心とした債券により運用を行っており、債券運用にあたっては法令を遵守し、安全
を最優先に努め、また、万が一の事態に備え十分な引当金も計画的に積立てて事業を行っていますので、今後も組合
員の皆さまのご理解とご協力をお願いします。
　本年度末の加入者数は20,672人、加入率は55.04％、貯金者1人当たりの平均貯金額は約607万円となる見込
みです。

　この経理は、組合員とその被扶養者の皆さまの健康増進
と疾病予防に役立てるため、成人病検診、短期人間ドック・脳
ドック、子宮頸がん検診、家庭用常備薬等の斡旋助成、イン
フルエンザ予防接種等への助成及び保養施設等の利用助
成などの福利厚生事業、また生活習慣病対策として、40歳
以上75歳未満の組合員及び被扶
養者を対象とした特定健診・特定
保健指導の事業を行っている経理
です。
　昨年度に引き続き、生活習慣病
の重症化予防として、血糖、血圧の
数値が高く、なおかつ医療機関へ
未受診の方を対象に受診勧奨を行
います。また、特定健診・特定保健
指導の未利用者への利用勧奨も継
続して実施します。

＜収支の状況＞ その他　1,749万円 •
利息及び配当金　12億946万円 •

収　入
計12億2,695万円

支　出
計11億4,187万円

•• 差引本年度損益金差引本年度損益金
  8,508万円  8,508万円

その他　1,124万円 •
支払利息　11億522万円 •

事務費　234万円 •
職員給与等　2,307万円 •

＜収支の状況＞ その他　181万円 •
掛金　4億2,932万円 •

負担金　4億3,948万円 •

収　入
計8億7,061万円

支　出
計9億5,880万円

厚生費 •　
7億9,031万円　　

職員給与 •
1,540万円

• 特定健康診査等費　3,137万円 
• 旅費　458万円
• 事務費　662万円
• 宿泊経理へ繰入　7,626万円
• その他　3,426万円

差引本年度損益金差引本年度損益金 ••
△8,819万円△8,819万円　　

＜資産の状況＞

合　計
1,387億2,933万円

• 固定資産　8万円　
　 • 流動資産　88億1,068万円
　 • 投資有価証券他　1,299億1,857万円

保健経理

貯金経理
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　この経理は、本組合の直営施設である「ゆめ春来」と「ひょうご共済会館」を運営する経理です。
　ゆめ春来は、兵庫県北西部に位置し、無色透明の温泉で、美人づくりの湯として知られている山陰の名湯「湯
村温泉」にあり、その源泉は 98 度の高温泉が噴出しています。四季折々の彩る豊かな自然の中で育まれた但
馬牛、浜坂漁港からの新鮮な海産物など旬の山の幸、海の幸を用いたお料理で、いで湯の温もりと心和む温泉
情緒をご堪能ください。今年度も各種イベントを実施してまいります。
　ひょうご共済会館は、旧居留地やハーバーランド、異国情緒漂う北野異人館、活気あふれる南京町などの観
光の拠点に、また出張や研修にも大変便利な神戸の中心にあります。料理長が腕を振るった各種ご会合等の様々
なシチュエーションに合わせた料理をご賞味ください。
　両施設とも組合員と組合員皆さまの保養、健康維持増進のため、毎日の疲れを癒していただけるよう、より一
層のサービス向上に努めてまいります。
　なお、ゆめ春来ではご利用の皆さまに、より快適に過ごしていただけるよう、5月 18日から禁煙室を設けるこ
ととなりましたので皆さまのご理解とご協力をお願い申し上げます。

　この経理は、組合員の皆さまの住宅建築（購入）資金
や教育費・医療費など、日常生活の中で臨時に資金を必要
とする場合の貸付を行っている経理です。
　年々貸付の申込みが減少しており、貸付金総額は前年度
に比べ 4 億 7,760 万円余りの減少が見込まれ、貸付金総
額は 31 億 3,874 万円を推計しています。また、事故防止
のため、借入申込時にその内容、借受人の償還能力等に
ついて十分な調査を行い、貸付要件の厳格化や事前調査
の充実を図ります。

＜収支の状況＞

収　入
計3,712万円

支　出
計3,473万円

•• 差引本年度損益金差引本年度損益金
  239万円  239万円

　　
利息及び配当金　31万円 •
連合会交付金　35万円 •

組合員貸付金利息　3,646万円 •

事務費　158万円 •
職員給与等　1,507万円 •

• 支払利息　807万円
• その他　1,001万円

＜収支の状況＞
ゆめ春来

収　入
計2億9,193万円

支　出
計3億367万円

その他　1,400万円 •
保健経理より繰入金　5,667万円 •

施設収入　2億2,126万円 •

 • 委託管理費　1,276万円
• 光熱水料　2,801万円
• その他　1億1,286万円

委託費　9,513万円 •
飲食材料費　4,633万円 •

商品仕入　858万円 •

•差引本年度損益金
  △1,174万円　

＜収支の状況＞
ひょうご共済会館

収　入
計1億5,345万円

支　出
計1億4,894万円

その他　273万円 •
保健経理より繰入金　1,959万円 •

施設収入　1億3,113万円 •

• 光熱水料　1,180万円
• その他　4,416万円

委託管理費　507万円 •
委託費　7,399万円 •

飲食材料費　1,361万円 •
商品仕入　31万円 •

••差引本年度損益金差引本年度損益金
  451万円  451万円　　

貸付経理

宿泊経理
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　本年2月27日、ひょうご共済会館において、第171回組合会が開催されました。
　下記の議案が審議され、議案については原案のとおり議決、承認されました。

　本年3月7日及び8日に、ひょうご共済会館において、共済組合と
所属所間における事務処理の円滑化を図るための「平成29年度共
済組合事務説明会」を開催しました。
　説明会では、事務局の各課職員が制度改正の要点や事務手続き
についての説明を行い、業務の円滑な執行についてご協力をお願
いしました。
　出席者の方々は、熱心に説明に耳を傾けられ非常に充実した説
明会となりました。

事務説明会を開催

　●報　　告　

　　平成29年度上期保養所等監査報告書について

　●議　　事

　　議案第1号　　　兵庫県市町村職員共済組合貸付規則の一部を改正する規則に
係る専決処分の承認について

　　議案第2号　　 平成29年度第一次変更事業計画及び予算（案）について

　　議案第3号　　兵庫県市町村職員共済組合定款の一部変更（案）について

　　議案第4号　　 平成30年度事業計画及び予算（案）について

第171回組合会を開催
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年金課からのお知らせ

こんにちは！
ケガの具合はどうですか？

よかったです。
順調に回復しているんですね。

そこまで大ケガじゃなかったしね。でも、
もし障害が残るようなケガだったら、
障害厚生年金を請求できたのかな？

へー！そうなのか。
大ケガをしたときのためにも
覚えておいた方がいいね。

一定の要件を満たしていて、
かつ障害等級に該当する状態になった場合は、
請求できますよ。

障害等級？　それってたしか、
1級、2級、3級に該当すると
年金がもらえるんだよね。

お見舞いに来てくれたんだ！
ありがとう。
来週には退院できるみたいだよ。

厚生年金はそうですけど、国民年金
の方は1級と2級だけなんですよ。
障害等級1級から3級に該当しない
場合でも、一時金として障害手当金が
もらえる場合もありますけどね。

1 2
3 4

障害の状態になったときの年金障害の状態になったときの年金

　被保険者（組合員）である間に初診日がある病気やケガで障害等級3級以上になった場合、障害厚生年金が
支給されます。また、障害等級が1級又は2級に該当する程度の状態になった場合は、原則として障害基礎年金
も支給されます。

障害等級３級 ３級に満たない障害

厚生年金から
支給

加給年金額 加給年金額

障害厚生年金 障害厚生年金 障害手当金
（一時金での支給）障害厚生年金

障害等級１級 障害等級２級

国民年金から
支給 障害基礎年金 障害基礎年金

※公務による傷病により一定の障害の状態となった場合は、公務障害年金が支給されます。

「初診日」や「障害認定日」って？コラム

障害の原因となった病気やケガについて、初めてお医者さんにかかった日をいいます。
同一傷病で転院した場合は、転院前の病院で初めて受診した日が初診日となります。

初診日から1年6月を経過した日をいいます。
ただし、それ以前に治ゆした場合や、症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った
場合は、治ゆした日又は治療の効果が期待できない状態に至った日を障害認定日とします。

◆初　診　日

◆障害認定日
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この記事に関するお問い合わせについては、 まで。<年金課>078-321-0624

○支給要件
保険料納付要件（注1）を満たし、次の❶～❸のいずれかに該当したときは障害厚生年金が支給されます。

障害厚生年金

❶  被保険者であるときに初診日のある病気やケガが原因で、障害認定日に障害等級が1級から3級に該
当する程度の障害の状態にあるとき。

障害等級に該当（受給権発生）

障害認定日初診日⎠ ⎞1年6月

被保険者（組合員）期間

注1）保険料納付要件

初診日の前日に、次の①又は②の国民年金保険料の納付要件を満たしていなければなりません。
　① 国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が、保険料を納めていなければな

らない期間（初診日のある月の前々月までの国民年金の被保険者期間）の3分の2以上あること。
つまり、保険料を滞納した期間が3分の1以上ないこと。

② 初診日が平成38年3月31日以前の場合は、①の要件を満たさなくても、初診日のある月の前々月
までの1年間に保険料滞納期間がなければ、保険料の納付要件を満たすことになります。

※保険料の納付等は、初診日より前に行われている必要があります。

保険料納付 保険料滞納 保険料免除 保険料納付

国民年金加入 前々月 初診月初診月の前々月までの期間＝A

Aの期間の3分の2以上必要

保険料滞納 保険料納付 保険料免除

初診月前々月 平38.3.31

1年間

❷  被保険者であるときに初診日のある病気やケガが原因で、障害認定日に障害等級が1級から3級まで
の障害の程度になかったが、65歳に達する日の前日までに1級から3級に該当する程度の障害の状
態になったとき（事後重症）。

❸  65歳に達する日の前日までの間において、被保険者であるときに初診日のある病気やケガ（基準傷
病）による障害と、その他の病気やケガによる障害（基準傷病の初診日以前のものに限る。）とを併合
して、障害等級が1級又は2級に該当する程度の障害の状態になったとき。

併合して障害等級
1級又は2級に該当（受給権発生）

初診日

65歳
併合基準傷病

基準傷病以前に
初診日がある
その他の障害

非該当 障害等級に該当（受給権発生）

障害認定日初診日⎠ ⎞1年6月

65歳

請求日
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年金課からのお知らせ

　障害等級1級又は2級の障害厚生年金の受給権者によって生計を維持さ
れている65歳未満の配偶者がいる場合は、加給年金額が加算されます。

　障害厚生年金は、厚生年金の被保険者等である間も支給されます。ただし、下記の場合に支給停止又は障害
厚生年金の権利を失います。

○支給要件
　国民年金保険料の納付要件（9ページ参照）を満たし、傷病にかかる初診日において被保険者であった方が、
初診日から５年以内に病気やケガが治った日において、障害厚生年金が支給されない程度の軽度の障害状態
にあるときは、障害手当金が支給されます。

○障害手当金が支給されない場合
　①厚生年金の年金である給付の受給権者
　②国民年金又は共済年金の年金である給付の受給権者
　③同一傷病について地方公務員災害補償法による障害補償等の受給権を有する方

　障害等級が1級又は2級に該当する程度の障害の状態に
なった場合は、障害基礎年金が支給されます。障害基礎年金
は定額となっており、右表のとおりです。

　障害基礎年金の受給権者に生計を維持されている18歳に
達する日以後の最初の3月31日までの間にある未婚の子、又
は20歳未満で障害等級1級又は2級の障害の状態にある未
婚の子がいる場合、右表の加算があります。

● 受給権者が当該傷病について労働基準法の規定による障害補償を受ける権利を取得
したとき➡6年間支給を停止する。
● 受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったとき➡その障害
の状態に該当しない間、支給を停止する。

● 死亡したとき
● 障害等級のいずれにも該当しなくなった日からその状態のまま3年を経過し、かつ65
歳に達したとき

○加給年金の停止
　加給年金額の対象となっている配偶者が、被保険者期間が20年以上の
老齢厚生年金・退職共済年金、障害共済年金等（繰上げ受給の老齢基礎年金
を除く。）を受けることができる場合は、支給が停止されます。

障害厚生年金の加算（加給年金額）

障害厚生年金の支給停止・失権

障害手当金

障害基礎年金

加給年金額
（平成30年度） 224,300円

支給停止となるとき

失権となるとき

障害等級 平成30年度

１級 974,125円

２級 779,300円

子の人数 平成30年度

2人目まで1人につき 224,300円

3人目からは1人につき 74,800円
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この記事に関するお問い合わせについては、 まで。<年金課>078-321-0624

　障害の程度については、国民年金法施行令別表・厚生年金保険法施行令別表第一及び別表第二に規定
されていますが、その障害の状態の基本は次のとおりです。

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状で、他人の介助を受けなければほとん
ど日常生活の用を弁ずることができない程度のもの。

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活に著しい制限を加えるも
の。必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得る
ことができない程度のもの。

労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。

傷病が治ったもの又は症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至ったものであって、労働
が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの。

◆  障害厚生年金の請求について相談やお問い合わせされる際は、初診日やいつ頃どこの病院にかかって
いたか等の病歴に関する情報をあらかじめ整理しておかれることをおすすめします。初診日に加入し
ていた公的年金実施機関（共済組合・日本年金機構等）が請求先となります。

◆  提出していただいた書類に記載誤りや記入漏れ等があった場合、再提出をお願い
することがありますのでご了承ください。

◆  提出書類が揃い次第、全国市町村職員共済組合連合会が審査を行います。審査には
時間がかかりますので、年金決定までに数か月を要する場合があります。ご了承く
ださい。

◆  障害厚生年金決定後も、障害程度の再認定が必要な場合は、診断書の提出をお願いす
ることがあります。その際の診断書の作成にかかる費用等はご本人負担となります。

障害等級について

１級

2級

3級

障害手当金

※ 障害厚生年金決定後に受給権者の障害の程度が増進した場合に、その方から請求があったとき、又は障害の程度
が減退したときには、その変わった障害の程度に応じて障害厚生年金の額が改定されます。

請求上の注意点
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保健課からのお知らせ

　４月は就職や進学、退職など異動の多い時期です。ご家族の方に係る異動の手続き（認定・取消など）はお
済みですか？まだの方は、お早めにお手続きください。

　被扶養者の認定申告は被扶養者の要件を備えた日から30日以内に行ってください。30日以内に手続きを
すれば、事実発生日からの認定となりますが、30日を過ぎるとその届出を受けた日からの認定となりますの
でご注意ください。

　被扶養者の要件に該当しなくなったときは、速やかに取消の手続きを行い、組合員被扶養者証を返却して
ください。
　手続きが遅れ、遡及して扶養認定取消をされた場合、取消日以降の医療費は返還していただくことになり
ますのでご注意ください。

【扶養認定】 被扶養者の要件を備えた日とは…
事　　　由 認　定　日

出生のとき 出生の日
婚姻したとき 婚姻関係と同様の事実が生じた日
会社等を退職し、被扶養者の要件を満たすこととな
ったとき 退職した日の翌日

雇用保険の受給が終了したとき 雇用保険受給終了日の翌日
同居により扶養事実が発生したとき 同居した日
これまで扶養していた扶養義務者との離婚により扶
養義務が発生したとき 扶養者が離婚した日

これまで扶養していた扶養義務者の死亡等により扶
養義務が発生したとき

これまで扶養していた扶養義務者が死亡した日の
翌日

【扶養取消】 被扶養者の要件に該当しなくなった日とは…
事　　　由 取　消　日

死亡したとき 死亡した日の翌日

離婚したとき 事実上婚姻関係がなくなり、
組合員の方と生計を共にしないこととなった日

年金の受給開始、年金額の改定又は年金額の変更
により、限度額を超えることとなったとき 年金額の決定日

就職により他の保険制度の被保険者となったとき 就職した日
パートやアルバイト等により給与収入がある場合で、
雇用契約書等により恒常的な所得が月額108,334円
（障害年金受給者又は60歳以上の公的年金受給者
は、150,000円）以上になることが明らかなとき

仕事を始めた日

パートやアルバイト等により給与収入がある場合
で、所得が不安定なとき

３か月の平均収入が一定額（月額108,334円、障害
年金受給者又は60歳以上の公的年金受給者は、受
給する年金を含め月額150,000円）以上になること
となった月の翌月の初日

雇用保険を受給するとき
（基本手当日額が3,612円未満は除く。） 雇用保険の受給開始日

同居を認定要件とする被扶養者が別居したとき 別居した日

※申告は『共済被扶養者申告書』に必要書類を添えて、勤務先の共済組合事務担当課を通じて行ってください。

被扶養者の異動の手続きはお早めに！被扶養者の異動の手続きはお早めに！
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この記事に関するお問い合わせについては、 まで。<保健課>078-321-0310

別居されている方を被扶養者として認定するには別居されている方を被扶養者として認定するには
　別居している被扶養者の認定を受けるには、以下の条件①～③のすべてを満たす仕送りが必要です（配偶
者及び学生の子は仕送りは必要ですが金額は問いません。）。

条件❶： 仕送り額と認定対象者の収入の合計が年額130万円（障害年金受給者又は60歳以上の公的年金受
給者は年額180万円）以上の金額

条件❷： 認定対象者収入（認定対象者の配偶者等、他の扶養義務者の収入の年額130万円（障害年金受給者又は
60歳以上の公的年金受給者は年額180万円）超過分含む）以上の金額

条件❸：他の方と共同して扶養している場合、他の方が行う以上の仕送り額

条件❶：130万円－100万円（認定対象者の収入）＝30万円
条件❷：100万円（認定対象者の収入）

【例】認定対象者：大学等を卒業し、学生でない子（アルバイト収入：年額100万円）

➡②＞①のため、条件①かつ②を満たす、年額100万円以上の仕送りが必要です。

　仕送りをされる際、「組合員名義」から「被扶養者名義」に仕送りを行ったことがわかるように、原則毎月又は
２か月おきの定期的な送金をしてください。
　年に１、２回・不定期の送金は被扶養者の要件を満たしません。
　なお、配偶者及び配偶者と同居の家族のみ給与担当者の証明をもって給与の分割振込を仕送りとみなし
ます。
　手渡しによる援助は、客観的に判断できないため被扶養者の要件を満たしません。
　被扶養者の認定を受けるときのほかに、被扶養者の資格確認調査時には下記の書類を提出していただく
必要があります。

提出書類： 仕送り状況が確認できる預金通帳※、現金書留の写し又は振込依頼書の写し
 振込先と振込人が記載されている場合は、振込をした際に発行されるご利用明細等でも構いません。
※提出は「組合員氏名が記載されている箇所」及び下記例の「仕送り状況が確認できる箇所」の通帳の写しが必要です。

※ 学生である子に限り、組合員が家賃を支払うことで仕送りに代えることができます。この場合、「被扶養者」の家賃を「組合員」
が「どこに」支払っているかを明確にする必要がありますので、賃貸契約書等を提出書類と併せて提出してください。

年月日 摘要欄 お支払金額 残高
30-01-25 ［被扶養者名］ 150,000 1,000,000
30-02-25 ［被扶養者名］ 150,000 850,000
30-03-25 ［被扶養者名］ 150,000 700,000

＜組合員の通帳の例＞

・ 3月に卒業後、引き続き別居の子として認定を受ける場合は仕送りの条件が変わり
ますので、ご注意ください。
・ 4月から被扶養者が就職されている場合は扶養認定取消の申告書の提出が必要です
（被扶養者証も忘れずに返還してください。）。
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保健課からのお知らせ

　就業期間の限定の有無に拘わらず、被扶養者の収入がパート・アルバイト勤務開始時又は雇用形態変更時か
ら時間給、勤務時間、勤務日数等の雇用形態で月額108,334円（障害年金受給者又は60歳以上の公的年金受
給者は月額150,000円）以上になると見込まれる場合には、その時点で被扶養者の要件を満たしません。

▶①の雇用形態の場合では、収入見込額が月額108,333円以下のため、被扶養者の要件を満たしています。
▶②の雇用形態の場合では、収入見込額が月額108,334円以上のため、被扶養者の要件を満たしていません。

▶①の場合は、連続する3か月の平均収入月額が108,333円以下のため、被扶養者の要件を満たしています。
▶②の場合は、連続する3か月の平均収入月額が108,334円以上のため、被扶養者の要件を満たしていません。
　　➡ 連続する3か月の平均収入月額が108,333円を超えた5月～7月の翌月の初日である8月1日が、扶養の

取消日となります。

　上記1の要件を満たしている場合でも、連続する3か月の平均収入が月額108,334円（障害年金受給者
又は60歳以上の公的年金受給者は月額150,000円）以上の場合は、翌月1日から被扶養者の要件を満た
さないことになります。

1

2

　次の場合、被扶養者の要件を欠くことになりますので、ご注意ください。

　柔道整復師（接骨院・整骨院）による施術のうち、健康保険の対象となる場合は、急性、外傷性の怪我のみで、①打
撲、②捻挫、③挫傷（肉離れ等）、④骨折、⑤脱臼の5つに限られます（※④・⑤は、応急手当を除き、医師の同意が必要
です。）。
　「はり・灸」や「マッサージ」の施術においても、健康保険の対象となる範囲が決められています。
　「はり・灸」の場合は、神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛、頸椎捻挫後遺症等の慢性的な疼痛をおもな症
状とする疾患の治療、「マッサージ」の場合は、筋麻痺や関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例に
ついての施術ですが、どちらもあらかじめ医師の発行した同意書又は診断書が必要です。
　施術内容によっては、請求内容と実際に受けられた施術内容が一致しているかを確認するため、内容審査会社（株
式会社オークス）から、医療費適正化の一環として、組合員及び被扶養者の皆さまに柔道整復師等からの施術に関す
る受診照会の調査を行っています。
　受診内容回答書が届きましたらご回答いただきますよう、ご協力をお願いします。

被扶養者がパート・アルバイト等をされている場合の取扱い被扶養者がパート・アルバイト等をされている場合の取扱い

柔道整復師等の施術内容について調査にご協力ください柔道整復師等の施術内容について調査にご協力ください

時間給 1日あたりの勤務時間 1か月あたりの勤務日数 ➡ 収入見込額
 …①

850円 6時間 15日 76,500円

時間給 1日あたりの勤務時間 1か月あたりの勤務日数 ➡ 収入見込額
 …②

900円 7時間 18日 113,400円

支払月 収入金額
４月 90,000円
５月 100,000円
６月 125,000円
７月 105,000円

【雇用形態の例】※障害年金受給者又は60歳以上の公的年金受給者ではない場合

【例】※障害年金受給者又は60歳以上の公的年金受給者ではない場合

⎫
―
⎬
―
⎭

⎫
―
⎬
―
⎭

4月～6月の3か月平均は…
(90,000円+100,000円+125,000円)÷3月
＝105,000円…①

5月～7月の3か月平均は…
（100,000円+125,000円+105,000円）÷3月
＝110,000円…②

照会
内容

負傷部位 日数及び回数（同月） その他請求内容の妥当性
負傷年月日・負傷原因 連月での施術
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INFORMATION

健 課 お 願 い保

給付金等受取口座の再確認を！

　最近、組合員証等の紛失等による再交付の件数が増えています。組合員証等は大切に保持又は保管し
てください。

組合員証等は大切に！

　共済組合からの附加給付などの給付金は、組合員の方から申告していただいた指定口座に送金してい
ます。金融機関の店舗の統廃合等により口座番号に変更が生じた場合は、速やかに勤務先の共済組合事
務担当課を通じて「共済組合員申告書」により口座変更の手続きを行ってください。
　また、給付金等受取口座は、特別の事情がない限り解約しないようお願いいたします。

　引越し等で住所が変更になった場合は、勤務先の共済組合事務担当課を
通じて「共済組合員申告書」により住所変更の手続きを行ってください。
　なお、組合員の方と被扶養配偶者の方の住所が異なるようになる場合等
は、被扶養配偶者の方の別居先住所を「共済被扶養者申告書」により届け
出てください。

住所が変わった場合には届出を！

後期高齢者医療制度へ移行される方へ！
　後期高齢者医療制度へ移行される75歳になられた方につきましては、「共済被扶養者申告書」により取
消申告をしていただく必要はありませんが、組合員被扶養者証及び高齢受給者証は、勤務先の共済組合
事務担当課を通じてご返却ください。

産前産後休業掛金免除・育児休業等掛金免除の手続きはお早めに！
　産前産後休業期間及び育児休業期間に係る各種掛金（短期・厚生年金・保健など）
は、組合員の方からの申出により免除となります。
　産前休業開始前に、「産前産後休業掛金免除（変更）申出書」による届出が必要と
なります（出産日が出産予定日と異なる場合は、出産後速やかに変更に係る届出が必
要となります。）。
　産後休業後に育児休業を取得される方は育児休業の開始前に、「育児休業等掛金
免除申出書」を勤務先の共済組合事務担当課を通じて届出をする必要があります。

そんな時は、ジェネリック医薬品の情報サイト等を利用してみましょう！
● 医薬品医療機器総合機構（くすり相談窓口） .....03-3506-9457
● 日本薬剤師会（くすり相談窓口） .............................03-3353-2251
● かんじゃさんの薬箱 .....................................................http://www.generic.gr.jp/

ジェネリック医薬
品を詳しく知りた
い、ここがわから
ない・・・

ジェネリック医薬品を活用しましょう!!
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福祉課からのお知らせ

　組合員及び被扶養者の健康保持・増進を目的として、健康セミナーを開催いたします。
　今年度は、6月から8月を前期、9月から11月を後期として、各月に生活習慣・運動習慣の改善、メンタルヘルスに関するセ
ミナーを実施いたします。
　誰もがすぐに取り組むことができる効果的で実践的な内容を予定しておりますので、是非ご参加ください。

　忙しい毎日で、いつもバタバタ…そんな現代のせわしなさから少し抜けだして、心をほぐしましょう。坐
禅で落ち着いた夕べを過ごした後は、お粥をいただけます。
　心を空っぽにして「何もしない」という普段とは違う時間を持つことで、是非気分転換を。
　「足腰が悪くて足が組めない」という方も大丈夫。椅子坐禅がありますので、遠慮なくご参加ください。
　この機会に自分の心を見つめなおしてみませんか？

坐禅体験坐禅体験　　～心を無にする時間～～心を無にする時間～

　ピラティスは、胸式呼吸を用いながら骨格を支える筋肉を動かすことにより、体幹（コア）を鍛えるこ
とができるエクササイズです。
　インナーマッスルを鍛えることで、骨格の歪みをとり、肩こり・腰痛の改善も期待できます。
　毎年ご好評をいただいておりますが、今年は午前・午後とも初心者の方を対象とした内容となってお
ります。是非、ご都合のいい時間帯で挑戦してみてください。

ピラティスピラティス    ～体幹を鍛えて健康的なスタイルに！ 【女性限定】～ ～体幹を鍛えて健康的なスタイルに！ 【女性限定】～ 

講師：
Misa先生
J-YOGA認定ヨガ
インストラクター

日　　時 平成30年6月23日（土）　① 10：30～ 12：00
② 13：30～ 15：00

会　　場 Shalaprema （シャラプレマ）
尼崎市立花町1-9-19立花ビル303　※JR「立花駅」徒歩1分

募集人数 各回18名
申込締切日 平成30年5月31日（木）共済組合必着

日　　時 平成30年7月21日（土）15：00 ～ 16：30
会　　場 曹洞宗 月江山 雲晴寺　明石市人丸町5-23

※JR「明石駅」徒歩7分、山陽電鉄「人丸前駅」徒歩3分
募集人数 30名
申込締切日 平成30年6月22日（金）共済組合必着

　昨年実施し、大変ご好評をいただいた教室を今年も開催します。
　今年も昨年と同様、前半は「季節に合わせた自然療法」をテーマとした講演を、後半では実際にスプレー
づくりやセルフマッサージなどを体験していただきます。
　ストレスで心が悲鳴を上げる前に“香り”の力を上手に借りて、リラックス。疲れた心を癒してください。

日　　時 平成30年8月25日（土）10：00 ～ 12：00

会　　場 ひょうご共済会館　神戸市中央区中山手通4-17-13
※JR・阪神電車「元町駅」徒歩10分、
神戸市営地下鉄「県庁前駅」徒歩5分

募集人数 50名
申込締切日 平成30年7月27日（金）共済組合必着

リラックス　アロマリラックス　アロマ    ～“香り”で季節に合わせた自然療法～～“香り”で季節に合わせた自然療法～

6月

7月

8月

健康セミナー健康セミナーののご案内ご案内平成30年度（前期）

講師：
奥田名奈子先生
日本アロマ環境協会
認定アロマセラピスト
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この記事に関するお問い合わせについては、 まで。<福祉課>078-321-0311

参 加 費 用▶無料　　募集対象者▶組合員・被扶養者（小学生以上） ※ピラティスのみ【女性限定】
申込み方法▶  上記『平成30年度健康セミナー（前期）参加申込書』にてお申込みください。（HPからもダウンロードでき

ます。）必要事項をご記入の上、共済組合福祉課まで郵送又は勤務先の共済組合事務担当課へお渡しく
ださい。 
申込み多数の場合は抽選となり、抽選結果は代表者の方に通知いたします。 
（結果は、申込締切日後約1週間で発送します。）

各セミナー共通事項

健康セミナー（平成30年度 後期）の開催予定

※後期開催予定の各セミナーの詳細は、ひょうご共済7月号（№183）にてご案内いたします。

※事情により変更となる場合があります。
平成30年9月 平成30年10月 平成30年11月
健康料理教室 カヌー・カヤック教室 ヨガ

セミナー名

（参加されるセミナーの番号に 1つだけ○印を入れてください。）
1　ピラティス【女性限定】（希望する時間に〇印を入れてください。）
 A　10：30～ 12：00　　B　13：30～ 15：00　　C　どちらでも良い
2　坐禅体験（椅子坐禅希望の方は、下に〇印を入れてください。）
 椅子希望
3　リラックス　アロマ

参 加 者
（代表者）

所属所名

組合員証
記号番号 － 区　分 組合員　・　被扶養者

（フリガナ）
氏　　名

（Ｓ・Ｈ 　． 　． 　生）（　　才）
性　別 男　・　女

住　　所
〒　　　－

連 絡 先 （自宅）　　　　　－　　　　　　－　　　　　　（携帯）　　　　　　－　　　　　　－

同行者①

（フリガナ）
氏　　名

（Ｓ・Ｈ 　　． 　． 　生）（　　才）
区　分 組合員　・　被扶養者

性　別 男　・　女 組合員証記号番号 －

同行者②

（フリガナ）
氏　　名

（Ｓ・Ｈ 　　． 　． 　生）（　　才）
区　分 組合員　・　被扶養者

性　別 男　・　女 組合員証記号番号 －

同行者③

（フリガナ）
氏　　名

（Ｓ・Ｈ 　　． 　． 　生）（　　才）
区　分 組合員　・　被扶養者

性　別 男　・　女 組合員証記号番号 －

平成 30年度健康セミナー（前期）参加申込書
（コピー可）

※ 参加されるセミナー毎に申込みをしてください。
※ 二人以上で参加を希望される場合は、同行者欄に記入してください（同行者の記号番号は、代表者と異なる場合のみ記入してください。）。
　 欄が足りない場合は、コピーしてホッチキス留の上、お申込みください。なお、当選通知等については、代表者の方にのみ送付いたします。
※ ご記入いただいた個人情報は、健康セミナーに関する事務以外には使用しません。
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福祉課からのお知らせ

保養施設利用助成のご案内保養施設利用助成のご案内
直営宿泊施設

　「ゆめ春来」「ひょうご共済会館」に宿泊又は日帰りでご飲食等をする場合に、費用の一部を助成します。

施設名 宿泊（1人1泊） 日帰り（1人1日）
ゆめ春来 5,500円 3,000円

ひょうご共済会館 3,500円 3,000円

助成額（助成額以上の利用をした場合に限ります。）

助成方法
　お電話等にて予約のうえ、施設到着時に「組合員証」又は「組合員被扶養者証」、「任
意継続組合員証」又は「任意継続組合員被扶養者証」をフロントにご提示ください。

助成対象者
　組合員及び被扶養者、任意継続組合員及びその被扶養者
注1 公務による出張は利用助成の対象とはなりません。あらかじめご了承ください。
注2  継続長期組合員（退職派遣者）については取扱いが異なりますので、派遣元の共済組合事務担当課又は共済組合福

祉課までお問い合わせください。

指定宿泊施設及び指定海の家・山の家
　共済組合の指定宿泊施設に宿泊する場合又は共済組合が指定する海の家・山の家の施設を利用する場合に、下
表のとおり費用の一部を助成します。

助成額（宿泊料金等が助成額を下回った場合は、当該宿泊料金等が助成額となります。）
施設名 宿泊（1人1泊） 休憩（1人1日）

指定宿泊施設 共済組合の指定宿泊施設 2,000円

海の家
かもめ 1,400円 530円

シーサイドみゆき 530円
その他の各施設 1,400円

山の家 各施設 1,400円

助成方法
　お電話等にて予約のうえ、指定宿泊施設に宿泊する場合は、施設到着時に所属所長の証明印を受けた「宿泊施
設利用助成券」、指定海の家・山の家の施設を利用する場合は、施設到着時に所属所長の証明印を受けた「指定海
の家利用助成券」又は「指定山の家利用助成券」を施設にご提出ください。

助成対象者
　組合員及び被扶養者（任意継続組合員及びその被扶養者は助成対象外です。）
注1 公務による出張は利用助成の対象とはなりません。あらかじめご了承ください。
注2  継続長期組合員（退職派遣者）については取扱いが異なりますので、派遣元の共済組合事務担当課又は共済組合福

祉課までお問い合わせください。

※ 指定宿泊施設、指定海の家・山の家の所在地等については、2018年度版「共済組合ガイド」又は共済組合ホーム
ページをご参照ください。

契約解除 平成30年3月31日 多可町立青年の家
エコミール加美

〒679-1201
多可郡多可町加美区豊部1840-53 TEL 079-535-1572

契約新規 平成30年4月1日
多々良木フォレスト
リゾート
CoCoDe

〒679-3423
朝来市多々良木727-2 TEL 079-678-1184

指定山の家に関するお知らせ指定山の家に関するお知らせ
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この記事に関するお問い合わせについては、 まで。<福祉課>078-321-0311

休館 平成30年4月9日～
平成30年4月26日 大洗鷗松亭 〒311-1301

茨城県東茨城郡大洗町磯浜町8179-5 TEL 029-266-1122

休館 平成30年4月1日～
平成30年8月31日 えひめ共済会館 〒790-0003

愛媛県松山市三番町5-13-1 TEL 089-945-6311

料金
改定※ 平成30年4月1日～ 瑞宝園 〒651-1401

兵庫県神戸市北区有馬町1751 TEL 078-903-3800

※室料の加算料金（1）土曜日、祝前日：1,000円（税サ別）（2）繁忙期（年末年始、ゴールデンウィーク、盆）：3,000円（税サ別）

指定宿泊施設に関するお知らせ指定宿泊施設に関するお知らせ

　平成25年6月14日に閣議決定された「日本再興戦略」の中で、“国民の健康寿命の延伸”が重要施策
として掲げられ、その実現のために全ての健康保険組合に対して「データヘルス計画」の作成等の取組
を推進することが掲げられました。
　平成27年度に第1期データヘルス計画を策定し、レセプト・健診情報等のデータを分析して健康課題
を抽出し、戦略的な保健事業を実施してPDCAサイクル（事業を継続的に改善するため、Plan（計画）－
Do（実施）－Check（評価）－Act（改善）の段階を繰り返すことをいう。）を回してきました。
　第1期データヘルス計画を振り返り、組合員や被扶養者の方の更なる健康増進のために、効果的・効
率的な保健事業を実施する第2期データヘルス計画を策定しました。
　計画の詳細は、共済組合ホームページをご参照ください。

◆ 健診日当日は、必ず「短期人間ドック等利用助成券」と「組合員証（被扶養者証）」を持参してく
ださい。

◆ 既に決定している医療機関及びコースの変更はできません。

◆ 自己都合でキャンセルされた方の再申込は受付しておりません。

◆ 日程の変更は、医療機関と直接調整していただき、助成券の「健診日程」は各自で訂正してくだ
さい（共済組合への連絡は不要です。）。

◆ 健診を取りやめる場合は、各自で速やかに医療機関へ連絡してください。１週間以内の健診取
りやめの場合は、違約金を徴収されることがあります。
　助成券は、「キャンセル分」と朱書きして、共済組合へ返送してください。

◆ 健診日前に資格喪失（扶養取消）した場合は助成を受けることはできませんので、助成券を返
却してください。
　 そのまま人間ドックを受診できる場合でも健診費用が変更となる場合がありますので、事前に
共済組合及び医療機関へご連絡ください。

◆ 平成30年度の人間ドックの募集は終了していますが、前回募集を行った平成30年1月以降、4月
1日までの間に、新たに本組合の組合員資格を取得した組合員又は扶養認定された被扶養配偶
者で受診を希望される方は、至急勤務先の共済組合事務担当課へお問い合わせください。

共済組合共済組合をを通じて申込み通じて申込みををしたした
人間ドック人間ドックをを受診する際受診する際のの注意点注意点

第2期データヘルス計画を策定しました第2期データヘルス計画を策定しました
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福祉課からのお知らせ

　毎年5月頃に被扶養者・任意継続組合員及びその被扶養者（当年度40歳以上で4月1日時点から共済
組合の資格がある方に限ります。）に特定健康診査受診券を交付します。
　この券を共済組合が契約している医療機関(※1)で提示すると、自己負担なしで受診できます。
　受診券の交付対象者及び受診方法は下図のとおりとなります。

被扶養者
勤務先の共済組合事務担当課を経由し、
組合員を通じてお渡しします。
※ 組合員の方は受診券を受け取られたらご自宅へ
お持ち帰りください。

人間ドック
被扶養配偶者が短期人間ドック等
利用助成券を使用して人間ドックを
受診した場合に該当します。

職場の健康診断
パート・アルバイト先等で健診を受
診した場合に該当します。

契約医療機関で受診
特定健康診査受診券を使用し、契
約対象の医療機関で受診した場合
に該当します。

任意継続組合員及びその被扶養者
任意継続組合員のご自宅に直接送付し
ます。

　いずれの場合も、次の各検査項目が必須となっています。1項目でも検査もれがあると、特定健診を受け
たことになりませんので、必ず受診時の指示を守って全ての検査を受けてください。

　服薬中の方、妊娠中の方、長期入院（6か月以上）中の方、海外在住の方などで、特定健診を受けることが
できない方は、共済組合福祉課までご連絡ください。

「身長」・「体重」・「腹囲」・「血圧」・「血液検査」・「尿検査」・「医師の診察」

健診結果を共済組合へ提出
してください (※2)

●交付対象者

●受診方法

対象者が特定健康診査を受けるには対象者が特定健康診査を受けるには

対象者が特定健康診査を受けるには対象者が特定健康診査を受けるには特定健康診査を受けるには

対象者が特定健康診査を受けるには対象者が特定健康診査を受けるには健診結果を判定し、基準値を超えた方は特定保健指導の助成対象になります

組合員の方は職場の健診又は人間ドックで特定健診を受診したとみなしますので、交付しません。

※1 契約医療機関は、共済組合ホームページ又は受診券交付時に送付するリストにて確認できます。
※2 パート先等の健康診断を受けている場合は、健診結果（写しでも可）を共済組合までご提出ください。

共済組合から特定健康診査受診券を交付

特定健康診査をを受診受診して、して、
健康状態健康状態をを確認確認しましょう！しましょう！

ご家族の方も

検査項目について

服薬中の方 妊娠中の
お 願 い
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組合員貯金払戻請求書を提出されるときは
①届出印以外を押されますと印鑑相違で払戻ができませんのでご注意ください。
② 届出印は、にじんだり、かすれたりしないようにはっきりと押してください。届出印との確認ができない
場合は、差し替えをお願いしています。

③払戻請求額は、前月末現在の貯金残高により、その範囲内でお願いします。
　解約の場合、その貯金について非課税貯蓄申告をしている方は、必ず「非課税貯蓄廃止申告書」等を
　併せて提出してください。
　なお、解約月には定例積立及び臨時積立はできませんので、ご注意ください。

借入状況等申告書は正確に記入しましょう！

① 共済組合では、近年増加傾向にある自己破産や民事再生事件等の貸付事故を防止するため、貸付申
込み時に借入状況等申告書等の書類を提出していただき、償還能力の審査を行っています。

② 月々の総返済額が給料月額の30％を超える場合、又は期末手当等からの返済額を含む年間の返済
額の合計が年収の30％を超える場合には貸付を受けることができません。返済額には、共済組合・互
助会・他の金融機関等からの借入・カードローン等もすべて含めて計算します。

※ 貸付金の原資は、皆さまからお預かりしている公的年金資金です。借入状況等申告書は、正確に記入してください。

INFORMATION

祉 課 お 願 い福

① 共済組合に申込書類が申込締切日までに必着するよう、勤務先
の共済組合事務担当課を通じて送付してください。

　（申込書類…貸付申込書・借用証書・印鑑登録証明書・貸付確認事項申
　告書・借入状況等申告書及び弁済状況を確認できる書類・団体信用生
　命保険事業加入申込書（加入される方のみ）・その他必要添付書類）

② 普通貸付の申込締切日は、『毎月15日』→当該月末日の前日に
送金と『毎月末日』→翌月15日に送金となっています（1月と5月は、末日の前日のみの送金となりま
す。）。

③特別貸付の申込締切日は、『毎月末日』→翌月末日の前日に送金となっています。
※ 書類に不備がある場合は、貸付送金日に送金できないことがありますので、申込内容を十分ご確認のうえお申込
みください。

普通貸付・特別貸付の申込みをされるときは
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年利
（半年複利）

0.9％
貯めて安心 ずっと満足 共済組合C A L E N D A R  2 0 1 8

●印は、払戻日で送金をする日です。●印は、払戻請求書の共済組合の受付締切日です。
※勤務先での受付締切日は、勤務先の共済組合事務担当課にご確認ください。※共済貯金はペイオフの対象外です。

●印は、払戻日で送金をする日です。●印は、払戻請求書の共済組合の受付締切日で
※勤務先での受付締切日は、勤務先の共済組合事務担当課にご確認ください。※共済貯金はペイオフの対象

貯金払戻日カレンダー貯金払戻日カレンダー

組合員 勤務先の共済組合事務担当課

共済組合

勤務先の共済組合事務担当課に共済組合の受付締
切日を確認する。

組合員貯金払戻請求書は、勤務先の共済組合事務
担当課を通じて、共済組合の受付締切日までに必着
するように提出していただくことになっています。

1
組合員から提出された組合員貯金払戻請求書の届出
印欄に押印されている印が、共済組合に届出の印で
あることを確認する。

5
一部払戻の場合は、前月末残高の範囲内の払戻請求
額であることを確認する。6
共済組合の受付締切日までに必着するように送付
する。7

共済組合の受付締切日までに受付を行った組合員貯
金払戻請求書を審査し、払戻等の事務処理をする。8
払戻日に組合員の登録口座に送金する。9

届出印欄に押印した印が、共済組合に届出している
印であることを確認する。

届出印以外の印を押印されますと払戻等ができま
せん。届出印をご確認のうえ、にじんだり、かすれた
りしないよう、しっかりと押印してください。

2

一部払戻の場合は、前月末の残高を確認し、その範
囲内の金額で払戻請求する。

一部払戻の場合、前月末の残高までしか払戻できま
せん。また全額払戻、解約の場合、払戻請求額の欄
は空白のまま何も記入しないでください。

3

組合員貯金払戻請求書を勤務先の共済組合事務担
当課に提出する。4

組合員貯金払戻請求の流れ

注意

注意

注意

兵庫県市町村職員共済組合  福祉課問い合わせ先 TEL：078－321－0311（直通）

平成
30年

Money News　 ご確認ください！！「貯金現在残高通知書」をお送りします。
　共済貯金は、毎年3月31日及び9月30日を決算日とし、その
日までの利息を皆さまの貯金に組み入れています。これに合
わせて、利息計算後の4月と10月に勤務先の共済組合事務担
当課を通じて貯金現在残高通知書を発行しています。

す。

　また、共済貯金には貯金通帳がありませんが、貯金現在残
高通知書に前決算日からの入出金状況を記載しております。
再発行はできませんので、大切に保管してください。

July
日 月 火 水 木 金 土

August
日 月 火 水 木 金 土

September
日 月 火 水 木 金 土

7 8 9月月 月

 1 2 3 4 5 6 7
 8 9 10 11 12 13 14

 15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31    
　

    1 2 3 4
 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

 　      1
 2 3 4 5 6 7 8

 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29
30  

April
日 月 火 水 木 金 土

May
日 月 火 水 木 金 土

June
日 月 火 水 木 金 土

4 5 6月月 月

 1 2 3 4 5 6 7
 8 9 10 11 12 13 14

 15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30     
　

   1 2 3 4 5
 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 

 　     1 2
 3 4 5 6 7 8 9

 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30
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◆ 晴天に恵まれ、日本にはない青空、風景、最高でした！
　 体重計のないことをいいことに、おいしい食事を楽し
くいただきました。最初から最後まで完食！

◆もう一日くらい延長でもよかったかな？

◆行くところ行くところすべて良く、大変満足でした。

◆ “安心・安全”な旅なので楽しく参加できました。添乗
員の方の気配りに安心して参加でき感謝。
　 一般のツアーでは珍しいオプションも都合をつけて
くださり見学参加できてとても良かったです。

◆ スペインは歩くことが一番ですね。何も知らない私に
はとってもいい刺激になりました。歩くことが嫌な私
ですがいい旅でした。

◆ 旅行にはベテランの添乗員さん、現地ガイドさんと心
配なく、また細かな説明等、安心して楽しめました。

◆ 添乗員さんの気配りもあり快適な旅となりました。安
心して旅を楽しめ、現地の日本人ガイドさんの説明も
詳しく、よい思い出となり参加者の方とも親しく和気
あいあいと良い旅行になりました。

◆ スペインの歴史、文化、風土、食に触れて楽しく過ごせ
ました。

◆ 添乗員さんも頼りになりましたので初めてのヨー
ロッパ旅行でしたが自信がつきました。

ミハス

グラナダ
（アルハンブラ宮殿）

バルセロナ
（サグラダファミリア）

ご参加いただいた皆さまからのコメント

回の旅は平成29年10月23日から14名にご参加い
ただき、退職記念旅行スペインコースを実施いた

しました。
　世界遺産サグラダファミリアやアルハンブラ宮殿、白
い村ミハスなどをたっぷりと観光、お食事は本場のパエ
リアなども堪能され、プラド美術館での絵画鑑賞やスペ
インを代表する民族芸能フラメンコショーを間近でお楽
しみいただき、皆さま無事に帰国されましたのでご報告
いたします。

スペインスペインのの人気人気のの街々街々ををたっぷり巡る！たっぷり巡る！
情熱情熱ののスペイン感動紀行８日間スペイン感動紀行８日間のの旅旅

第 24回 退職記念旅行実施報告

今
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猪名川町
住みたい　訪れたい　帰りたい
ふれあいのまち「ふるさと猪名川」

　兵庫県の南東部に位置する猪名川町
は、町域の8割が猪名川渓谷県立自然公
園に指定され、阪神地域最高峰の大

おお

野
や

山
さん

を源流とする猪名川が町の中央を南北に
縦断しており、豊かな自然を、四季を通じ
て感じることができるまちです。
　また、鉱山遺跡としては兵庫県下で初め
ての国史跡「多田銀銅山遺跡」や国登録有
形文化財「静

せい

思
し

館
かん

」などで歴史に思いを馳
せ、癒しと静寂を味わえる歴史あるまちで
もあります。
　平成27年の国勢調査結果などを基に
算定された平均寿命と健康寿命が男女と
も県内1位であり、長寿のまちとしても注
目を浴びています。

猪名川町データ
（平成30年1月31日現在）

●面積　90.33㎢
●人口　31,467人
●ＨＰアドレス
　http://www.town.inagawa.lg.jp

特産品

そば
　道の駅いながわの食事処「そばの
館」では、町内産のそばを使った「十割
そば」を味わえます。また、食べるだけで
はなく、手打ち体験道場で、つなぎを使
わずそば粉だけで打ち上げる、手打ち
そばを体験することもできます。

しいたけ
　猪名川町は兵庫県
屈指の産地として、そ
の生産高を誇ってお
り、京阪神地域に出荷
しています。

年中行事
４月上旬 いながわ桜まつり
6月上旬 ほたるの夕べ
7月上旬 あじさいまつり
11月3日 いながわまつり
2月中旬 彫刻の道マラソン大会
3月下旬～4月上旬 静思館おひなまつり
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大
おお

野
や

アルプスランド
　阪神地域で最も標高の高い大

おお

野
や

山
さん

（標高753ｍ）の山
頂付近にあり、初夏に
は斜面いっぱいにあじ
さいが咲き誇ります。天
文台やキャンプ場、多く
の不思議な形をした巨
岩を見ることのできるハ
イキングコースなどが
あり、大自然を満喫でき
ます。猪名川天文台アス
トロピアでは口径50㎝
の反射望遠鏡での天体
観測ができるほか、寝
転びながらプラネタリ
ウムを楽しめます。

観光スポット

　　　　表紙の写真の説明
い～な！！さくら通り（町道原広根線）
　約2.3㎞の区間に、約600本
のソメイヨシノが咲き誇る、桜の
名所です。毎年4月上旬には「い
ながわ桜まつり」が開催され、桜のライトアップも行われており、
幻想的な雰囲気を楽しむことができます。

アクセス
【お車の場合】
・ 新名神高速道路川西ＩＣから約5分

【電車の場合】
能勢電鉄日生線　日生中央駅下車
・ 大阪から約45分
・ 神戸・京都から約70分

❶高原ロッジ・メープル猪名川 日帰り入浴券 …… 5名様
❷ ハイブリッドうどんU-DON FK-23 …………… 5名様
❸猪名川源流太鼓三笠 ……5名様

写真はいずれもイメージ
■応募方法
郵便はがきに、ご希望の物産名・郵便番号・住所・氏名・電話番号・
勤務先・組合員証記号番号（組合員証に記載された記号と番号）・
共済組合へのご要望やご意見を記入のうえ、下記へお送りくだ
さい。
平成29年6月1日から郵便はがきの料金が62円に変更になり
ましたのでご注意ください。
■締め切り
平成30年5月15日（火）消印有効
■プレゼント応募のあて先
〒650-0011 神戸市中央区下山手通4-16-3 兵庫県民会館
兵庫県市町村職員共済組合　総務課広報担当　宛
※ 当選は賞品の発送をもって発表といたします。また、当選され
なかった方にも、「猪名川町観光パンフレット」を送付させてい
ただきます。
※ 応募は、組合員お一人につき1通とさせていただきます。また、
「クロスワードパズル」（30ページ）のゆめ春来宿泊券プレゼ
ントとは応募が別になりますのでご注意ください。
■応募される方へお願い
《物産プレゼント》の応募はがきの中に、組合員証記号番号の
記載をお願いしておりますのは、賞品等の発送に必要な事項の
記入漏れ等のときに、ご本人の確認に使用させていただくため
です。提供いただいた情報につきましては、本組合個人情報の
保護に関する規程等に基づき、適切に管理していますのでご了
承ください。これからもよりよい広報誌を作成していくため、ご
意見・ご感想をお待ちしております。
■前回の応募数　138通
たくさんのご応募ありがとうございました。今回もたくさんの
ご応募をお待ちしております。

プレゼント

国史跡「多田銀銅山遺跡」
　国史跡「多田銀銅山遺跡」の歴史は古く、奈良時代に
東大寺大仏鋳造の際に銅が寄進されたと伝えられていま
す。本格的に鉱山開発と経営が始まったのは、豊臣秀吉
の時代であり、豊臣政権の台所を支えたとも言われてい
ます。もっとも栄えたのは江戸時代で「銀山三千軒」と称
されるほどの賑いをみせました。中心部となる銀山地区
には多田銀銅山遺跡の案内施設である多田銀銅山悠久の

館や明治時代
の機械選鉱場・
製錬場跡があ
る多田銀銅山
悠久広場、現
在唯一坑道内
に入ることが
できる青木間歩
（写真）などが
あります。

道の駅いながわ
　猪名川町産農産物の直売所です。市場や仲介業者を
介さず、毎朝、町内の農家から直接運び込まれる安全・
安心・新鮮な四季折々の野菜、切り花、加工品を販売して
います。その他にも特産品であるそばを味わえるそばの
館や地域農業情報センターがあり、特産品の販売などを
行っています。

❶ ❷

❸

ひょうご共済 No.182  平成30年4月 27



兵庫県市町村職員共済組合

平成30年度
新規組合員の
皆さまへ

のご紹介

万
一
の
場
合（
死
亡
）

生活復興
資金

生活維持
資金

生活を立て直す
ための必要資金

毎月必要となる
生活資金

（現在給与の
50～75％）

不時の出費

残された
家族の
日常生活費

こどもの教育資金
緊急予備資金

（公的遺族年金の補完）

「きずな」

＋
「きずな」

一時金給付

月額給付
ボーナス給付

不
足
す
る
部
分

公的遺族年金 公的遺族年金

「きずな」は共済組合の公的給付の補完事業として、組合員の皆さまとその
ご家族の生活の安定と福祉の向上を目的として運営しております。

「きずな」はお亡くなりになった場合はご遺族の、高度障害になった場合は組合員ご自身の生活
を長期にわたって支援します。また、併せて傷害による死亡・入通院等に備えることができます。

共済組合では、「長期給付事業」「短期給付事業」「福祉事業」の3つの事業を運営しています。

※「きずな」は生命保険部分と損害保険部分をセットしたものです。　※きずな（生命保険部分）ときずな（損害保険部分）ではお支払いの対象となる
支払事由や支払保険金の算出方法、給付割合等が異なります。　※それぞれの保障内容、掛金等の詳細はパンフレットをご参照ください。　※毎月必
要となる生活資金は、平成27年度地方公務員給与の実態＜市町村ベース＞（総務省）より平均的なライフサイクルに基づいて平成27年度価格で当
社試算したもので、実際の受取額は所得額や家族構成等により異なります。

「共済組合の公的給付」っていったい何のこと？

「きずな」で長期・短期2つの公的給付の
それぞれの不足する部分を補うことができます！

　この度新しく共済組合員となられた皆さま、新しい環境にはもう慣れましたか？ さて、こ
れからの公務員生活の中で、共済組合とは永いお付き合いをしていただく事になります。
  「きずな」は、共済組合の公的給付の補完事業として、組合員の皆さまとそのご家族の
生活の安定と福祉の向上を目的として運営しております。平成29年7月現在、組合員とそ
のご家族を含め25,299名もの方にご加入いただいている、共済組合独自の制度です。

長 期 給 付 事 業 　●退職給付…老齢厚生年金　●遺族給付…遺族厚生年金
　●障害給付…障害厚生年金、障害手当金（障害一時金）

短 期 給 付 事 業
　●保健給付…療養の給付、入院時食事療養費、特定治療費　etc
　●災害給付…弔慰金、災害見舞金　etc
　●休業給付…傷病手当金、出産手当金、育児休業手当金　etc

福 祉 事 業 　●保健事業、貯金事業、貸付事業、宿泊事業

POINT 1

POINT 2
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兵庫県市町村職員共済組合

※各制度の内容等詳細については、PR時に配付しておりますパンフレットをご参照ください。
※一部所属では、「きずな」を取り扱っていない所属所がございます。

（有）兵庫ライフサービス TEL：078－265－6170事務取扱

問い合わせ先

ライフプランシミュレーションについて
　共済組合のホームページにライフプランシミュレーションを掲載しています。「ライフプランシミュレーション」とは多様な「ライフスタイル」
に応じた切り分けから退職後のセカンドライフまでをサポートした、将来のイメージに沿ったわかりやすいシミュレーションを体験できます。
　詳細な条件を入力することにより将来のカスタマイズされた収支情報、必要保障額及び各種リスクを把握することができます。試算結果
に基づく家計収支推移表がPDFで作成され、また必要に応じて印刷もできます。ぜひお試しください！

お 知 ら せ

https://be4.meijiyasuda.co.jp/      ID：e0000235  パスワード：75371151

制度運営費制度度制度制 費費

保険金
給付金

剰余金 配当金お支払い

7月1日～翌年6月30日
［保険期間］ 加入者の掛金

き ず な プ ラ ス 万一（死亡・高度障害）の場合のほか、公的障害年金1級・2級に認定された場合に備えて

総合医療保障コース 病気やケガで入院・所定の手術をした場合等に備えて

重病克服支援コース

所定の悪性新生物（がん）と診断確定されたとき、または急性心筋梗塞・脳卒中を
発病して所定の状態になられたとき、もしくは所定の手術を受けられたときに備え
て（主契約）また特約を付加した場合、７大疾病及び、悪性新生物（がん）・上皮内
新生物の治療費をサポート（７大疾病保障特約、がん・上皮内新生物保障特約）

長期療養収入補償コース 病気やケガでの長期療養に備えて

団体傷害補償制度 傷害による死亡・入通院、日常生活での賠償責任を負った場合等に備えて

入院医療費支援制度 入院時の自己負担部分を軽減する短期給付の補完事業

積 立 年 金 老後のゆとりある生活に備えて

加入者で集めた掛金からご不幸にあった方へ保険金をお支払いしています。
つまり、みんなの助け合いで成り立っている制度です！
さらに、剰余金があれば、配当金として返ってきます！

「きずな」以外にも、様々な万が一に備えてセットできるコースがあります。

毎年の掛金は1年ごとに収支計算を行い、
剰余金が生じた場合は加入者に配当金として還付します。

みなさんのニーズに合わせてコースを選べるようになっています！

平成28年度配当還付率

1年後、剰余金があれば配当金としてご加入の組合員の皆さ
まにお返しいたします。

約43.9％総合医療保障コース（基本型）

約45.1％きずな（生命保険部分）
約36.3％（参考）みなし配当率 ※

「きずなNEXT」（退職後制度）で退職後も安心です。
現職中に「きずな」にご加入の方は、「きずなNEXT」にて保険年齢69歳までご継続いただけます。
※一部保障額の限定があります。　※退職日現在満50歳以上の場合のみご継続いただけます。
※「きずなプラス」は平成30年7月1日以降ご加入されている方が保険年齢80歳まで継続できます。

POINT 4

POINT 5

POINT 3

（ ）

「きずな」（生命保険部分）・きずなプラス・総合医療保障コース（基
本型）は1年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合は配当金
としてお支払いする仕組みとなっています。（ただし、「きずな」（損
害保険部分）、重病克服支援コース、長期療養収入補償コース、総
合医療保障コース（セット型）、団体傷害補償制度、入院医療費支援
制度については配当金はありません。）
・配当率は、今後変動することがありますので記載の配当金額は

将来のお支払いを約束するものではありません。
・配当率は、お支払時期の前年度決算により決定しますので、将来
お支払いする配当金額は現時点では確定していません。
※きずな（生命保険部分）は平成30年4月2日更新契約からは保険
料率改定により、保険金支払などが過年度と同条件であった場合
でも配当率が低下します。参考として、平成28年度の実績配当率
を改定後の保険料水準にて再計算した配当率を記載しています。
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石川県市町村職員共済組合保養所

〒923-0316
石川県小松市井口町ホ55
TEL 0761-65-1831　http://obishiso.com/

大浴場

金沢駅前・鼓門

客室

兼六園

ダイニングルーム

ひがし茶屋街

● 宿泊料金  （お一人様1泊2食・税サ込料金）

● ご予約受付

（いずれも平日に客室定員にてご宿泊の場合）

お電話にて、６か月前より受け付けております。

9,4509,450  円円～ ～ 
10,95010,950  円円～ ～ 
12,45012,450  円円～ ～ 

1泊2食　（梅）

（竹）

（松）

ご予約についてご予約について 交通案内交通案内

開湯1300年の名湯、粟津（あわづ）温泉。透明で肌ざわりまろやかなお湯は体の芯から温まります。
地元でとれたての季節折 の々食材をたっぷりと使ったお料理は
大変好評いただいておりますので、自慢の味をご堪能ください。

金沢市内へはおびし荘から車で約50分です。
金沢には多くの観光地があり、城下町の風情を楽しむ事ができます。

石川県内の観光

［電車］
■ 三ノ宮駅より加賀温泉駅まで
約3時間（JR大阪駅より特急サ
ンダーバード利用）

■ 加賀温泉駅からおびし荘までは
タクシーにて約20分

■ 小松駅からはタクシーで約20分
■ 粟津駅からはタクシーで約５分

［自動車］
■ 神戸市内から高速道路利用でお
びし荘まで約３時間３０分
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※写真は4人前です ※写真は4人前です

32 ひょうご共済 No.182  平成30年4月



ひょうご共済 No.182  平成30年4月 33



34 ひょうご共済 No.182  平成30年4月



ひょうご共済 No.182  平成30年4月 35



■組合の概況（平成30年2月末現在） ■平成30年2月（12月診療分）の医療費状況

の解答

②被扶養者数
　（任継除く）

໐がついている所にオウムがかく
れていました。 わかりましたか？

男 23,100人
女 15,017人

計
（前年同月）

38,117人
（37,770人）

男 14,941人
女 24,081人

計
（前年同月）

39,022人
（39,471人）

件数 金額
（１件当たりの医療費）

前年
同月比

本人 26,483件 311,455千円
（11,761円） 6.73％

家族 28,996件 320,915千円
（11,068円） 2.17％

高額療養費 533件 65,508千円

家族療養費
附加金 160件 5,641千円

一部負担金
払戻金 323件 11,629千円

計 55,479件 715,148千円

④任意継続
　組合員数

短期
（前年同月）

419,897円
（422,728円）

長期
（前年同月）

404,817円
（407,663円）

男 250人
女 120人

計
（前年同月）

370人
（407人）

①組合員数
　（任継除く）

ひょうご共済 No.182 平成30年4月1日　発行人■兵庫県市町村職員共済組合・西田竜也／神戸市中央区下山手通4丁目16-3 兵庫県民会館内 TEL.078-321-0621（代表）
この広報はホームページでもご覧になれます。 URL： http://www.h-kyosai.or.jp

③平均標準報酬月額
　（任継除く）




